
鏡石町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鏡石町耐震改修促進計画（平成20年３月７日制定）に基づき、地震によ

る木造住宅の倒壊等の被害を防止するため、耐震改修工事を行う木造住宅の所有者に対しそ

の経費の一部を助成するため予算の範囲内で交付する補助金に関し、鏡石町補助金等の交付

等に関する規則（昭和50年鏡石町規則第３号。以下「規則」という。）のほか、必要な事項

を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

(1) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法（改訂版）（財団法人日本建築防災協会発） 

に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する住宅の安全性を診断することをい

う。 

(2) 耐震基準 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第３章若しくは第５章の４又は

地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準（平成18年国土交通省告

示第185号）に規定する基準をいう。 

(3) 上部構造評点 建築物の各階及び各方向について、保有耐力を必要耐力で除した値の

うち、最小のものをいう。 

(4) 一般耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満の住宅を１．０以上に

補強又は改修する工事をいう。 

(5) 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が０．７未満の住宅を０．７以上１．

０未満に補強又は改修する工事をいう。 

(6) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が０．７未満の住宅を地震時の倒壊

から住宅所有者等の命を守ることを目的に行う部分的な居室の補強又は改修工事で福島県

知事が定める技術基準に適合させる工事をいう。 

(7) 現地建替工事 耐震診断の結果が上部構造評点１．０未満の住宅を解体し、同一敷地 

内に建築基準法施行令の一部を改正する政令（平成12年政令第211号）による改正後の耐震

基準（以下「現行基準」という。）を満たす住宅を新築するものをいう。 

(8) 避難路沿道 鏡石町耐震改修促進計画に位置付けられた避難路等の沿道をいう。 

(9) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）

第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、町内に存する次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する木造住宅とする。ただし、町長が特に必要と認める

場合にあっては、この限りでない。 

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの。 

(2) 所有者が自ら居住している一戸建ての専用住宅又は併用住宅（住宅の用途に供する部



分の床面積が延べ面積の２分の１以上であるものに限る。）。 

(3) 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築された地上階数が３以下のもの 

(4) 耐震診断により耐震基準に適合していないと診断されたもの。 

(5) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第９条第１項又は第10項の規定による命令の対象

にならないもの。 

(6) この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの。 

(7) 避難路沿道に存するもの（現地建替工事に限る。）。 

(8) 省エネ基準に適合すること（現地建替工事に限る。）。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

(1) 個人であること。 

(2) 対象住宅の所有者（共有の場合は、共有者の全員から選任された代表者１人）であるこ 

と。 

(3) 対象住宅の所有者（共有者を含む。）が町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保

険税（以下「鏡石町税等」という。）を滞納していないこと。 

（補助対象工事） 

第５条 補助の対象となる工事は、建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項に

規定する建築士をいう。以下同じ。）が設計及び工事監理をする対象住宅の一般耐震改修工

事、簡易耐震改修工事、部分耐震改修工事（以下「耐震改修工事」という。）又は現地建替

工事とする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、耐震改修工事に要する

経費とする。 

２ 補助金の額は、次に掲げる工事の区分に従い当該各号に定める額とする。この場合におい

て、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(1) 一般耐震改修工事 補助対象経費の額の５分の４以内とし、1,000,000円を限度とす

る。 

(2) 簡易耐震改修工事 補助対象経費の額の５分の４以内とし、600,000円を限度とする。 

(3) 部分耐震改修工事 補助対象経費の額の５分の４以内とし、600,000円を限度とする。 

(4) 現地建替工事 補助対象経費の額の５分の４以内とし、1,000,000円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事に着手する前に鏡石町木造住宅耐

震改修促進事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し

なければならない。 

(1) 対象住宅の耐震診断の結果報告書の写し 

(2) 次に掲げる耐震改修工事施工計画に関する書類 



ア 現況及び耐震改修工事施工後の案内図、配置図及び平面図 

イ 補強計画図その他の耐震改修工事の方法を示す図書 

ウ 耐震改修工事施工後の耐震診断の総合評価書（建築士の記名押印のあるものに限る。） 

(3) 補助対象経費その他経費が分かる耐震改修工事費の見積書 

(4) 登記事項証明書その他の対象住宅の所有者であることを証する書類 

(5) 住民票その他の対象住宅に自ら居住していることを証する書類 

(6) 対象住宅の現況の全景を撮影した写真 

(7) 鏡石町税の納付状況の調査に対する同意書（第２号様式） 

(8) 収支予算書（第３号様式） 

(9) その他町長が必要と認めて指示する書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、

その可否を決定しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による決定をしたときは、鏡石町木造住宅耐震改修促進事業補助金交

付（不交付）決定通知書（第４号様式）により、速やかに申請者に通知するものとする。 

（工事の着手） 

第９条 前条第２項の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、速やかに当該決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に着手しなければならな

い。 

（補助金の交付条件） 

第10条 補助金の交付の条件は、規則第５条第２項第１号から第４号までに定めるもののほか、

次のとおりとする。 

(1) 補助金を目的外に使用しないこと。 

(2) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年

度から起算して５年間保存すること。 

（工事の中間確認） 

第11条 補助事業者は、主な耐震補強箇所を目視できる時期に建築士の確認を受け、鏡石町木

造住宅耐震改修促進事業中間確認報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて町長に報

告しなければならない。 

(1) 工事請負契約書の写し 

(2) 着工から前項の規定による建築士の確認までの施工写真 

(3) 確認済証の写し（建築確認が必要なときに限る。） 

２ 町長は、前項の規定による報告があった場合、速やかに補助事業の施工の内容について確

認（以下「中間確認」という。）を行うものとする。 

３ 町長は、前項の規定による中間確認を行った結果、補助事業が適切に行われていないと認

める場合は、補助事業者に対し、補助事業を適切に行うよう指示するものとする。この場合



において、補助事業者が当該指示に従わないときは、補助事業の一時停止を命ずることがで

きる。 

 

（内容変更等） 

第12条 補助事業者は、規則第５条第２項第１号の規定による変更の承認を受けようとすると

きは、鏡石町木造住宅耐震改修促進事業変更承認申請書（第６号様式）に次に掲げる書類を

添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 変更する内容を表した図書 

(2) 変更後の耐震診断の総合評価書（建築士の記名押印のあるもの） 

(3) 変更工事見積書 

２ 補助事業者は、規則第５条第２項第２号の規定による中止又は廃止の承認を受けようとす

るときは、鏡石町木造住宅耐震改修促進事業中止（廃止）承認申請書（第７号様式）を町長

に提出しなければならない。 

３ 町長は、前２項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、鏡石町木

造住宅耐震改修促進事業内容変更等承認（不承認）通知書（第８号様式）により、速やかに

補助事業者に通知しなければならない。 

（実績報告） 

第13条 補助事業者は、耐震改修工事が完了したときは、建築士の確認を受け、当該耐震改修

工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する

年度の末日のいずれか早い日までに鏡石町木造住宅耐震改修促進事業完了実績報告書（第９

号様式）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書（第10号様式） 

(2) 領収書の写し 

(3) 中間確認以降の施工中及び耐震改修工事完了後の施工写真 

(4) 工事監理報告書の写し 

(5) 検査済証の写し（建築確認が必要なときに限る。） 

（補助金の交付） 

第14条 補助金は、規則第12条に規定する額の確定後に交付するものとし、概算払及び前金払

は行わないものとする。 

（指導及び助言） 

第15条 町長は、補助事業者に対して補助事業の適正な施工のため必要な指導及び助言をする

ことができる。 

（決定の取消し） 

第16条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 



(2) その他規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附則 

この要綱は、平成26年６月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

 


